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貧困に対する主な支援制度

•生活保護法

•各種貸付、手当等

•生活困窮者自立支援制度•生活困窮者自立支援制度



１．生活困窮者の特徴



闇バイトの事件からみる貧困問題

• 暴力団対策法 1992年施行
• グレーゾーン金利撤廃(貸金業法の改正) 2010年施行

→暴力団、ヤミ金融の規制強化

19,038件

特殊詐欺の認知件数推移

警察庁特殊詐欺認知・検挙状況等についてより

お金に困り、学費も払えな
くなった。SNSで高額バイ
トを見つけた。

借金があり、生活に困って
いた。

１人で追い詰められてい
た。誰かに相談できれば
よかった。
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【相談者の抱える課題】

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社(2021)「令和２年度社会福祉推進事業社会的孤立の実態・要因等に関する調査分析等研究事業」
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【支援対象者の抱える課題の個数】

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社(2021)「令和２年度社会福祉推進事業社会的孤立の実態・要因等に関する調査分析等研究事業」

○ 相談者のうち、全体の約80％以上の人が２つ以上の課題を抱えている。



各種制度の相談窓口につながりにくい人たち

１. 何に困っているか分からない

２．本人に困り感がない

３．主訴が限定的



• 現代の日本社会には、貧困、DV、性被害、性搾取、育児不安、
薬物依存等に悩んでいる女性たちが数多くいます。中でも少女
や若年女性は、今まで法や制度のはざまに置き去りにされ、保
護や支援の枠組みから取り残されてきました。

• （略）これらの支援を通じて感じていることは、相談すること
のハードルの高さです。

• 何に困っているのか、言語化できる子は少ないです。まして、
自分で支援の制度を調べ、窓口に行ける若年女性は、極めて少
ないと思います。そして、やっと役所の窓口に行ったとしても、
その対応の仕方によっては、結局、必要な支援につながれない
まま帰ってしまうケースもあります。

第19回 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会
（2022年8月24日） 議事録(抄)

（一社）若草プロジェクト 事務局次長 鵜飼裕未氏



女性 ちえさん (45歳)

• 夫は仕事が忙しく、基本的にはちえ
さんが家事や育児を一人で担う。

• 子どもは２人いて、ひとりは未就学
児。もうひとりは、小学生で不登校
気味である。

• ちえさんは、パートをしていて、給
与は上がらないが主任を任されてい
る。仕事が終わらず、子どもの寝か
しつけ後に自宅で作業をする。

• ちえさんの母は、認知症が進行して
いて、時々近所から連絡がある。

• ちえさんは夜眠れないため、眠剤を
飲んでいる。

家族の状況



相談があるのでお母さ
ん宅にきてほしい

家のことは任せたよ
夜は静かにリラックスし

て過ごして

新人が入ったので、
教育を任せたい

近所に謝りにいかないと
お母さんの今後について考え
た方がいいのでは

お子さんとちゃんと
向き合って

夫

ケアマネ

親戚

かかりつけ医

小学校

職場

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVdPyfW2d5uV_P9jNxradnFBvcqItEPn8MiaJCZhcAwhOsGNbyEgnGeqCf9BeB4E1cXtD_YqcLqbMZzzOLSidMYunvH66lCqdI6h1y8124SYGLO3bsk_p3qD8cjQCDu7Nil6nymAjbeUnr/s1600/medical_doctor_tablet_man.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKS2O6Vr_G1Jmdl6ecln7jUoc4wOGO75SscxZzpfBDQH7z4ie8-aKLacGEKB-TcjrtW3J1-Fo1SYfEtCaxnJUNrSxdsrbwzY2kWXuc0Qi8KeTYsN-A4g2V4Imd5SjEaLnZS9RKw95VOU03/s800/happy_woman2.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5-hyycPON9r6Un8XwQhUSC-h6veueGxQx6z3auYrxoKPMPNW7dcMPPve1Djj6ib46cWmKS9ZxmvPld8ev9DqXuCnR3hqAf7ceZ-ipfUKaAEtzA0HaoiNYZwI233WV24lWSCmurexGFHb/s800/kaisya_computer_man_side.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTinKB6bn5WKUdvZiJJOeWNk-2IQhBwrxR2lyYX1mKMOyBiB3X2-YU8CiVEYRC2A98riPhKQhhFmtVO0ed_G0gNahA76vYxRewHi2eRi_-JwHixBaW_QVjKXbz_v0vjlp-6im6Ze1-K0cf/s1600/friend_advice_man.png


生活困窮の氷山モデル

① 相談の見えやすい、
見える部分

② 見えにくい・見えない
部分(困りごとの背景
にある個人的・社会的
な課題や価値感を理解
することが支援の基本
となる）

表面化している困りごと

背後や近接関係にある
社会問題

排除を強化する
価値観・思想

一般社団法人社会的包摂サポートセンター編（2015）『相談支援員必携 事例でみる生活困窮者』
中央法規出版をもとに鏑木が作成

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Jt_jvbAyE-vo9AWDKDhiYdhe6-37tzNscbViXIlA9IRVeUnnZsKovzGdoYIKn0dvW7tbekGix_l_gdoxHJsEZdIFeGB1sgx_ipLdeFA4gcTzrVAYjmuFbsyQLmbU-T9wd0aUCDBV6RAE/s800/hyouzan_ikkaku.png


生活困窮者自立支援制度初任者研修
グループワークのテーマ

猫の飼い方が分からないという相談者が
やってきました。あなたはどのように対
応しますか？



２．困窮者支援で支援者が
大切にしている視点とは



「ホームレス」と「ハウスレス」は違う。
（奥田 知志さん）

特定非営利活動法人 抱樸ホームページより



問題を
解決する

問題と折り合いをつけ
ながら生きていくこと

を支援する
その人の暮らしや生活を
支援するということとは



⚫ 伴走型支援は、深刻化する「社
会的孤立」に対応するために
「つながり続けること」を目的
とした支援として生まれました。

⚫ ですから、必ずしも「問題解
決」を前提としていません。

奥田知志・原田正樹(2021)『伴走型支援』有斐閣,ｐ１０より



３．生活困窮者自立支援制度の概要



○社会保険制度
○労働保険制度

○生活困窮者自立支援制度
（H27.4～）

○求職者支援制度
（H23.10～）

【第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【第
３
の
ネ
ッ
ト
】

最後のセーフティネットである生活保護制度及び生活保護に至る前の段階での自立を支援する生活困窮者
支援制度により、生活に困窮する者に対して、重層的なセーフティネットを構成している。

○生活保護制度

生活に困窮する者に対する重層的なセーフティネット

・ 最低生活の保障
・ 自立の助長

20
厚生労働省資料
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1.本人（相談者）を中心にした相談支援
ｰ生活困窮者の尊厳の確保ｰ

2.相談支援を中核とする
ｰ人が人を支援するｰ

3.対象者を限定しない
ｰ相談を断らないｰ

生活困窮者自立支援制度の特徴
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第一章 総則
第一条（目的）
第二条（基本理念）
第三条（定義）
第四条（市及び福祉事務所を設置する町村等の責務）

第二章 都道府県等による支援の実施
第五条（生活困窮者自立相談支援事業）
第六条（生活困窮者住居確保給付金の支給）
第七条（生活困窮者就労準備支援事業等）
第八条（利用勧奨等）
第九条（支援会議）
第十条（都道府県の市等の職員に対する研修等事業）
第十一条（福祉事務所を設置していない町村による相

談等）
第十二条（市等の支弁）
第十三条（都道府県の支弁）
第十四条（福祉事務所未設置町村の支弁）
第十五条（国の負担及び補助）

生活困窮者自立支援法

第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定
第十六条
第四章 雑則
第十七条（雇用の機会の確保）
第十八条（不正利得の徴収）
第十九条（受給権の保護）
第二十条（公課の禁止）
第二十一条（報告等）
第二十二条（資料の提供等）
第二十三条（情報提供等）
第二十四条（町村の一部事務組合等）
第二十五条（大都市等の特例）
第二十六条（実施規定）

第五章 罰則
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条

平成25年法成立の条
文は23条でした。
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＜生活困窮者自立支援制度の成立と展開＞

• 住居確保給付金という「給付」も用意されたものの、困窮者支援法は相談支援を
「事業」として展開することを軸に据えた立法であった。そしてこの相談支援は、
先述のように、それまでの高齢・障害児童分野における相談支援が、ケアマネジ
メントの手法を通じてサービス計画を策定し、本人の「自立」に向けた給付につ
なげるための「プロセスの保障」という性格を有していたのに対し、人が人を支
えていく関係性そのものに価値を見出した点に新規性がみられる。

• その意味で、同法における相談支援は、「関係性の保障」に重きを置くもので
あったといえよう。（略）

• 相談支援には、本人のニーズに合った適切な給付につなげるための手続き面の保
障と、人と人との関係性の構築そのものの保障という両面が含まれ、困窮者支援
法（実際には支援の過程を通じてさまざまな給付につながっていくとしても）は、
後者に軸足を置くものであった。

菊地馨実(2023) 「新たな社会保障の構成史ー生活困窮者自立支援制度と地域共生」宮本太郎・菊池馨実・田中聡一郎 編
『生活困窮者自立支援から地域共生社会へ』全国社会福祉協議会より抜粋

※下線は報告者によるものです。



1. 法の対象となる「生活困窮者」とは、「就労の状況、
心身の状況、地域社会との関係性その他の事情によ
り、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持す
ることができなくなるおそれのある者」（法第３条
第１項）。

2. その上で、自立相談支援事業においては、相談事業
の性格上、資産・収入に関する具体的な要件を設け
るものではなく、複合的な課題を抱える生活困窮者
がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる
限り幅広く対応することが必要。

厚生労働省「生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」より

「生活困窮者」とは？
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さいごに
• 生活困窮者の多くは、複雑化・複合化した課題を抱えていることが
多く、自ら支援を求めることができない人もいます。

• 生活困窮者自立支援制度の支援機関は、制度の枠組からではなく相
談者を中心に支援することを目指し、問題解決型の支援と伴走型支
援の両方を大切にしています。

• このような支援は、ひとつの支援機関では結実し得ません。

• 様々な分野の専門職はもちろんのこと、地域の住民や専門職以外の
人や機関とともにネットワークを作ることが大切です。

• 生活困窮者自立支援制度は、比較的新しい制度であることも相まっ
て、成熟していない部分もあります。是非、生活困窮者支援を担う
支援機関とつながり、必要な人に確実に支援を届けるためにともに
歩んでいただけますと幸いです。


